
認知症高齢者等の権利擁護に関する取組の推進

今後、高齢化に伴い認知症高齢者等の増加が見込まれる中、認知症高齢者等がその判断能力に応じて必要な介護や生
活支援サービスを受けながら日常生活を過ごすことができるよう、認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保
険サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理等の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一
体的に確保されるよう、認知症高齢者等の権利擁護に関する取組を推進。

概 要

【参考１】

○ 成年後見制度の普及・利用促進 平成28年度予算 地域支援事業（１,０３０億円）の内数
成年後見制度利用促進のための広報・普及を行うとともに、低所得の高齢者に係る成年後見制度の申し立てに要する経費や成年後見人等に
対する報酬の助成等を行う。

○認知症高齢者等の権利擁護に関わる人材の育成とその活動を支援する体制の整備
平成28年度予算 地域医療介護総合確保基金（介護分）（４８３億円）の内数

市民後見人等の権利擁護人材の養成研修を実施するとともに、権利擁護人材の資質向上のための継続的なフォローアップや専門職からの
バックアップがなされる支援体制の構築を推進する。
※実施状況：権利擁護人材育成事業 → １９０市町村（平成２７年度）

事業内容

○ 市民後見人育成・活用推進事業【新規】 平成28年度予算 20百万円
家庭裁判所の管轄する地域等において広域的に市町村及び関係機関が連携する協議会を設置し、市民後見人の育成及び活用の促進を図る。

【権利擁護人材育
成事業等】


